
 

 
 

広域連合議会平成３０年第２回定例会 広域連合長提出議案概要 

番号 件 名 概  要 

同意第２号 副広域連合長の選任 
○ 副広域連合長の任期満了に伴う選任 

・氏名 桂川 孝裕（亀岡市長） 
   任期 平成３０年８月２４日～平成３１年１１月８日 

同意第３号 副広域連合長の選任 
○ 副広域連合長の辞職に伴う選任 
  ・氏名 渡辺 隆 
   任期 平成３０年８月２４日～平成３４年８月２３日 

承認第１号 専決処分の承認 

○ 平成２９年度一般会計補正予算（第２号）について、人間ド
ック費用助成に係る特別調整交付金が見込額を下回ったこと
から、執行確定による不用額の減額と合わせて、専決処分を行
った。 

○ 地方自治法の規定により専決処分に係る承認を受けるもの。 
○ 補正額     △３，４２４万９千円 
  総 額   １０億３，４３０万９千円から 
        １０億６万円に補正。 

承認第２号 専決処分の承認 

○ 平成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に
ついて、健康診査補助金の受診人数が増加したことにより、既
決予算額に不足が生じたことから専決処分を行った。 

○ 地方自治法の規定により専決処分に係る承認を受けるもの。 
○ 補正額         １，０４３万３千円 
  総 額   ３，３９０億５，８３７万円から 
        ３，３９０億６，８８０万３千円に補正。 

承認第３号 専決処分の承認 

○ 平成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）に
ついて、平成２９年度の療養給付費及び訪問看護療養費が既決
予算額を上回ったことから、執行残が見込まれる高額療養費か
らの組み替えによる専決処分を行った。 

○ 地方自治法の規定により専決処分に係る承認を受けるもの。 
○ 補正額               ０千円 
  総 額   ３，３９０億６，８８０万３千円 

認定第１号 
平成２９年度一般会計
決算 

○ 歳入総額     ９億９，８４２万５，４０７円 
歳出総額     ９億７，５５４万７，５８８円 
収支差額       ２，２８７万７，８１９円 

○ 歳入は、分担金のほか、国・府支出金。 
○ 歳出は、運営経費等。 

認定第２号 
平成２９年度後期高齢
者医療特別会計決算 

○ 歳入総額 ３，４９１億２，４０１万６，８３２円 
歳出総額 ３，３８３億  ６１３万７，９９６円 
収支差額    １０８億１，７８７万８，８３６円。 

○ 歳入は、市町村支出金のほか、国・府支出金、支払基金交 
付金。 

○ 歳出は、保険給付費のほか、財政安定化基金拠出金、市町
村が実施する健康診査への補助。 

議案第６号 

平成３０年度後期高齢
者医療特別会計補正予
算（第１号） 

○ 補正額       ７億４，２９７万７千円 
○ 総 額   ３，３７８億９，０１７万７千円から 

３，３８６億３，３１５万４千円に補正。 
○ 歳入は、前年度繰越金の増。 
○ 歳出は、諸支出金の増（平成２９年度の療養給付費負担

金精算（支払基金）による返還金）。 



 

 
 

承認第４号 専決処分の承認 

○ 健康保険法施行令等の一部を改正する政令が、平成３０年
８月１日から施行されたことに伴い、高齢者の医療の確保に
関する法律施行令が一部改正（条項ずれ）となるため、京都
府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の
一部を改正したもの。 

○ 地方自治法の規定により専決処分に係る承認を受けるもの。 

議案第７号 

京都府後期高齢者医療
広域連合後期高齢者医
療に関する条例の一部
を改正する条例 

○ 東日本大震災に被災した被保険者に対して平成３０年度 
保険料を減免する（減免期間の延長）ため、京都府後期高齢
者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正
するもの。 

＜減免要件＞ 
・被保険者の重篤な疾病、行方不明、原発事故に伴う避難等 
・世帯主の死亡、重篤な疾病、行方不明 

   
    

 


